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「訪問看護」「介護予防訪問看護」(みなし指定)重要事項説明書 

 当事業所はご利用者に対して上記サービスを提供いたします。事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。 

 

１．当事業所の法人概要 

事業者名 

法人設立 

所在地 

連絡先 

 

ホームページ 

法人種別 

代表者 

法人が行う他の業務 

医療法人 せいふう会 

昭和 26（1951）年 12 月 

兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳 3 番地  

TEL  072-766-0030（代） 

FAX  072-766-3700 

https://www.mc-seifukai.jp 

医療法人 

理事長  植松 正保 

病院、診療所、介護老人保健施設、グループホーム、 

居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション 

  

２．事業所の説明 

１）施設の種類 

   訪問看護事業所・介護予防訪問看護事業所 

 

２）事業の目的 

介護保険法令に従い、利用者の居宅に訪問看護職員を派遣し、可能な限りその居 

宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう 

療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とします。 

 

３）施設の名称 

医療法人せいふう会 川西リハビリテーション病院   

開設年月日     令和５(2023)年４月 

指定事業所番号  2813103518 

TEL 072-795-0070 (代)   FAX 072-795-6311  

 

４）施設の所在地 

兵庫県川西市東畦野 5 丁目 18 番 1 号 

 

５）管理者氏名  病院長 柴田 邦隆（医師） 

 

６）通常の事業の実施地域 

川西市 猪名川町 宝塚市  

       ※通常の実施地域内では、交通費はサービス利用料金に含まれています。 

通常の実施地域外では距離によって交通費を別途請求いたします。 
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７）営業日及び営業時間 

   月～金（土・日・祝日休、12/30～1/3 休）  

   8:30～17:15   

 

８）サービス提供に関する相談・苦情について 

[訪問看護の窓口] 

責任者     森田 朱美    TEL  072-795-0070 (代表) 

FAX  072-795-6311 

受付日   月～金（土・日・祝日休、12/30～1/3 休） 

相談方法  電話・面談・文書・FAX 等 

 

[市町村（保険者）の窓口] 

川西市 健康増進部 医療助成・年金課         072-740-1171 

猪名川町 生活部保健課                072-766-8701 

宝塚市 市民交流部 市民生活室 医療助成課      0797-77-9103 

豊能町生活福祉部高齢障害福祉課            072-739-3421 

能勢町健康福祉部福祉課                072-731-2150 

 [公的団体の窓口] 

兵庫県国民健康保険団体連合会             078-332-5601 

大阪府国民健康保険団体連合会             06-6949-5309 

社会保険診療報酬支払基金兵庫支部           078-302-5000 
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９）サービス提供担当者 

 

3．提供するサービス 

１）提供するサービスの内容 

※訪問看護計画については、利用者又はその家族に対して説明のうえ、訪問看護計画書を

作成し、利用者の同意を得ます。 

 

職種 人員数 業務内容等 勤務体制 

責任者 

 
１名 

1.主治医の指示に基づき適切な訪問看護が行われるよう必要な管理 

を行います。 

2.訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及

び管理を行います。 

3.従業員に、法令等の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行

います。 

常勤 

 

看 護 職 員 の

う ち 主 と し

て 計 画 作 成

等 に 従 事 す

る者 

看護師 

1 名 

以上 

 

1.訪問看護の提供の開始に際し、主治医から文書による指示を受け

るとともに、主治医に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書

を提出し、主治医との密接な連携を図ります。 

2.主治医の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用

者等への説明を行い、同意を得ます。 

3.利用者へ訪問看護計画を交付します。 

4.訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 

5.利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解し

やすいように指導又は説明を行います。 

6.常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確

な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行い

ます。 

7.サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連

携を図ります。 

8.訪問看護計画に基づき、訪問看護のサ－ビスを提供します。 

常勤 

 

非常勤 

 

  

  
 

看護職員 

(看護師・ 

准看護師) 

 
１.訪問看護計画に基づき、訪問看護のサービスを提供します。 

２.訪問看護の提供に当たっては適切な技術を持って行います。 

事務職員 適当数 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 

サービス区分と種類 サービスの内容 

訪問看護計画の作成 

主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅サー

ビス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメ

ントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護

計画を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

① 病状観察、必要な医療処置 

② 褥瘡ケア、排便コントロール、入浴介助、内服管理、フットケア、 

口腔ケア等 

③ 生活動作の自立支援、リハビリテーション 

④ 療養相談、介護・看護指導等 
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２）利用料について 

※単位数単価は 10.70 円となり、個人の負担割合(1～3 割)に応じた支払い金額となります。 

 （別添 利用者負担額参照） 

准看護師は、訪問看護費の 90％となります。 

高齢者虐待防止措置実施の有無は基準型です。 

 

・基本料金(サービス提供１回につき) 

サービス内容 訪問時間 訪問看護 (要介護 1～5) 

訪看Ⅱ２ 30 分未満 ３９９単位 

訪看Ⅱ3 30 分以上 1 時間未満 ５７４単位 

訪看Ⅱ4 1 時間以上 1 時間 30 分未満 ８４４単位 

     

サービス内容 訪問時間 介護予防訪問看護 （要支援 1･2) 

予訪看Ⅱ２ 30 分未満 ３８２単位 

予訪看Ⅱ3 30 分以上 1 時間未満 ５５３単位 

予訪看Ⅱ4 1 時間以上 1 時間 30 分未満 ８１４単位 

 

・その他の加算  

初回加算（Ⅰ） 

初回加算（Ⅱ） 

350 単位/月 

300 単位/月 

新規に訪問看護計画書を作成した場合 

（Ⅰ）は退院日当日の場合 

特別管理体制加算

(Ⅰ) 
500 単位/月 

在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理 

を受けている状態 

気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態 

特別管理体制加算

(Ⅱ) 
250 単位/月 

在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、 

在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、 

在宅成分栄養経管栄養法指導管理、 

在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、 

在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理 

を受けている状態 

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

真皮を超える褥瘡の状態 

点滴注射を週 3 日以上行う必要があると認められる状態 

長時間訪問看護加算 300 単位/回 
特別管理加算の対象者に対し 90 分以上の訪問を行った 

場合 

中山間地域等提供加算 
所定単位数の

5％ 
対象地域：大阪府豊能郡能勢町・豊能町 

 

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護

計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供

時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに

訪問看護計画の見直しを行います。 

※利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料は全額を一旦お支払いた

だきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町
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村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請を行って下さい。 

※主治医(介護老人保健施設の医師を除く。)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必

要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から 14 日間に限って、介護保険による訪問

看護費は算定せず、医療保険による訪問看護の提供となります。 

※介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等ある場合には、一旦利用料は全額負担となり、当

事業所からサービス提供証明書を発行いたします。（償還払い） 

※法令の改正により上記料金に変更があった場合はその都度提示いたします。 

 

３）その他の費用について（全て税込料金） 

 

 

 

２．キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただい

た時間に応じて、下記の通りキャンセル料を請求させていただきます。 

前々日以前の場合 キャンセル料は不要です。 

前日の場合 一律   利用料の 1/2 （自費） 

当日の場合 一律  利用料の全額  （自費） 

 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は

請求いたしません。 

※サービス提供にあたり必要となる材料費及び利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は 

利用者負担となります。 

 

４）支払い方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求方法 

 

＊ 利用料(利用者負担額)及びその他の費用の額を合計し、1 ヶ月毎に 

請求致します。 

＊ 請求書は、翌月１5 日以降にお届け（郵送）します。 

支払い方法 

＊ 下記のいずれかの方法によりお支払いください。 

・利用者指定口座からの自動振り替え 

・事業者指定口座への振込み 

＊ お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管され

ますようお願い致します。（医療費控除の還付請求の際に必要となること

があります。） 
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ケアマネージャーに相談 

・6５歳以上の方 
・4０歳以上～6５歳未満で、対象となる
　疾病がある方  

かかりつけ医、または当院に相談 

要介護・要支援認定を受けていても 
疾病によっては医療保険が適用される
場合があります。 

５）サービス提供の手順 

介護保険のご利用 
要介護・要支援の認定を受けた方 

訪問看護のご希望 

契約（利用者と川西リハビリテーション病院 訪問看護） 

医療保険のご利用 

訪問看護の開始 

※医師の診療の日から１ヶ月以内が訪問の期限となります。 
そのため、毎月の受診が必要です。 

６）担当職員の変更 
担当する看護職員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行
いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望に添えない場合もありますことを
予めご了承下さい。 

かかりつけ医による指示（診療情報提供書交付）、または当院より訪問看護指示 

要介護・要支援の認定を受けていない方 
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4．サービスの提供にあたって 

 

1）居宅介護支援事業者等との連携 

  (1)指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保険医療サービスまたは 

   福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

  (2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」 

   の写しを利用者の同意を得たうえで居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

  (3)サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その 

   内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

2）虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 

(2)成年後見制度の利用を支援します。 

(3)苦情解決体制を整備しています。 

(4)従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

(5)介護相談員を受け入れます。 

(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等、高齢者を現 

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに 

これを市町村に通報します。 

3）身分携行義務 

訪問看護職員は、身分証明書を携行し、初回訪問及び利用者またはその家族等から求

められた時はいつでも提示を行います。 

 

4）職員の禁止行為 

     職員はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

(1)利用者又は家族等の金銭・預貯金通帳・証書・書類等の預かり 

(2)利用者又は家族等からの金銭・物品・飲食の授受 

(3)利用者の同居家族に対するサービス提供 

(4)利用者居宅での飲酒・喫煙・飲食 

(5)身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者の生命や身体 

を保護するためやむを得ない場合を除く。） 

(6)利用者又は家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑活動 

 

 

 

 

 

虐待防止に関する責任者  森田 朱美 
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5）守秘義務と個人情報の保護 

     (1)事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚 

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い 

のためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

(2)事業者及び事業者の使用する者（以下、「従業者」という）は、サービス提供を 

する上で知り得た利用者及び家族の秘密について、正当な理由なく第三者に漏ら 

しません。 

(3)また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても 

 継続します。 

(4)事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる  

ため、従業者である期間及び従業者でなくなった後にあっても、その秘密を保持 

するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

(5)利用者及び家族の秘密保持について、サービス担当者会議においては、利用者 

及び家族の個人情報を用いる必要性があります。（これに同意していただけない 

場合は、サービス調整が困難になり、一体的なサービス提供ができなくなる事が 

あります。）ただし、この場合においては、以下に定めるものとします。 

1)個人情報を用いる際には、利用者もしくは、家族からの同意を得ます。 

2)同意書の有効期限は、契約期間と同じとします。 

3)個人情報の範囲については、介護サービスの円滑な提供に必要な最小限度の 

 ものとします。 

    (6)事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも 

   のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、 

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

  (7)事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示するこ 

ととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく 

調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

 

6）家族等への連絡 

        希望があった場合には、利用者への連絡と同様の通知を家族等へも行います。 

 

7）記録の保管と個人情報の開示 

サービス提供の記録については 5 年間保管します。個人情報について開示を求めら

れた場合には、当院の「個人情報の提供等に関する指針」に従って対応致します。 

 

8）緊急時の対応 

サービス提供時の事故発生や利用者の体調悪化等の緊急時は、必要に応じて臨機応変

の手当てを行うとともに、速やかに利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連

絡を行い、医師の指示に従います。主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送など

の必要な措置を講じ緊急連絡先に連絡致します。また、基本的に救急車への同乗は致

しません。 
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9）事故発生時の対応方法と損害賠償について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の 

家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ 

ます。また、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体、または財産 

に損害を及ぼした場合、その損害を賠償いたします。 

 

加入保険 全国公私病院連盟 病院賠償責任保険 

 

10）契約期間 

(1)契約の期間は、契約の締結の日から利用者の要介護認定期間までとします。 

但し、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、介 

護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定期間の満 

了日をもって、契約期間の満了日とします。 

(2)契約期間満了の７日前までに利用者から契約終了の申し入れ（更新の拒絶）が 

ない場合には、本契約は自動的に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様 

とします。 

(3)前項によって、本契約期間が自動更新された場合には、更新後の契約期間は、 

期間満了日の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日までとします。 

この更新後における契約期間中に利用者の要介護状態区分の変更があった場合 

の契約期間は、(1)と同様の取り扱いとします。 

 

11）契約の終了事由、契約終了に伴う援助 

 (1)利用者は、以下の各号に基づく場合、契約の終了となります。 

①利用者が死亡した場合。 

    ②要介護認定・要支援認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合。 

③事業所がやむを得ない事由(施設の減失や閉鎖等)で、サービス提供が不可能 

になった場合。 

    (2)事業所は前項①を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の 

状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うように努めます。 

 

12）契約の解約 

    利用者からの解約は、1 週間以上の予告期間を持って通知すれば、自由に解約でき 

   ます。この場合には、解約料は徴収いたしません。また、利用者が入院した場合、 

利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合は即時に解約する事ができます。 

事業所からの解約は、やむを得ない場合のみとし、定められたサービス利用料の支

払いが遅延し、相当期間の催告にもかかわらず、これが支払われない場合等、背信行

為が認められる場合をいいます。 

 

13）サービス利用にあたっての禁止事項等について 

      以下の行為があった場合、サービスの中断や契約を解除する場合があります。 

信頼関係を築くためにご協力をお願いします。 
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(1)職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

(2)パワーハランスメント、セクシャルハランスメントなどの行為 

(3)サービス利用中に無断で職員の写真や動画撮影、録音等を行うこと、また SNS 

等に掲載すること。 

契約を解除する場合の具体例 

     ・暴力又は乱暴な言動（物を投げつける・殴る・服を引きちぎる・怒鳴る・ 

奇声を発する等） 

     ・職員の体を触る、手を握る、抱きしめる、ヌード写真を見せるなど 

     ・職員の住所や電話番号を何度も聞く、ストーカー行為など 

 

14）暴力団等の影響の排除 

        事業所はその運営について、関係市町村の暴力団排除条例に基づいて、暴力団排除 

の推進を図ります。また、職員が暴力団、暴力団員または、これらと密接な関係を 

有するものであってはならないと定めています。 

 

15）自然災害時、それに準ずる事態への対応について 

川西リハビリテーション病院防災マニュアルに沿って対応します。事業継続が困難 

な場合、訪問を中止することがあります。また、サービス再開に向け、他の訪問看護 

事業所との連携に努めます。 

 

16）感染対策について 

       川西リハビリテーション病院院内感染対策マニュアルに沿って対応します。規制の

対象となる病原体の場合(新型コロナウイルス等)、保健所の指示に従います。事業継

続が困難な場合、訪問を中止することがあります。また、サービス再開に向け、他

の訪問看護事業所との連携に努めます。 

 

17）重要事項の変更 

重要事項説明書の内容に関する変更等が生じた場合には、別途文書により変更内容 

を明記したうえ、利用者に書面にて同意を得ます。 

 

18）信義誠実の原則 

           (1)利用者と事業所は、信義誠実をもって、この契約を履行するものとします。 

           (2)この契約に定めた事項については、介護保険に関する法令、その他諸法令の定 

めるところを遵守し、双方が誠意をもって、協議のうえ定めます。 

 

 

 

 

 

 


